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団体名 募金額 団体名 募金額
福生熊川住宅自治会 39,200 本町第一町会 29,050 

南町会 64,650 本町町会 41,800 

内出町会 65,100 本町中央町会 18,100 

武蔵野町会 68,330 本町第六町会 41,000 

福東町会 58,950 本町第七町会 111,100 

南田園一丁目町会 64,550 本町第八第一町内会 112,450 

鍋ヶ谷戸第一町会 116,600 本町第八第二町内会 44,000 

鍋ヶ谷戸第二町会 128,750 武蔵野台一丁目町会 84,150 

玉川台町会 41,300 永田町会 87,600 

富士見台町会 31,200 長沢町会 74,200 

福栄町会 7,800 加美町会 161,700 

熊川牛浜町会 119,450 市公共施設等窓口 4,959 

福生団地自治会 30,500 市役所および社会福祉協議会職員 69,406 

南田園二丁目町会 69,650 福生市民生委員・児童委員協議会 10,000 

南田園三丁目町会 46,460 

街頭
募金

ボーイスカウト福生第 1団 12,123 

牛浜第一町会 54,200 ボーイスカウト福生第 2団 10,883 

牛浜第二町会 86,100 ガールスカウト東京第 191 団 5,263 

原ケ谷戸町会 113,300 東京福生ロータリークラブ 7,974 

志茂第一町会 121,600 都立福生高校・多摩工業高校 22,119 

志茂第二町会 144,950 募金総額 2,420,517 

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

　町会・自治会をはじめ、地域の皆さんのご協力で、下表のとおり、

たくさんの募金が寄せられました。

　この募金は高齢者施設、保育所、心身障害者施設、各種民間社会

福祉施設の整備、在宅福祉サービスなど、地域福祉の推進を図るた

めに使われます。皆さんのご協力ありがとうございました。

【問合せ】社会福祉課福祉総務係☎ 551・1522

▼令和元年度赤い羽根共同募金地区別内訳表（単位：円）

高
次
脳
機
能
障
害
専
門
相
談 

～
こ
ん
な
症
状
で
お
困
り
で
は

な
い
で
す
か
？
～

　

脳
卒
中
や
交
通
事
故
の
あ
と
、

新
し
い
こ
と
が
覚
え
ら
れ
な
く

な
っ
た
。
感
情
や
欲
求
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
し
に
く
い
等
の
原
因

は
、
も
し
か
し
た
ら
「
高
次
脳

機
能
障
害
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ご
家
族
だ
け
で
抱
え
込
ま
ず
、

ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
日
時
（
予
定
）】
4
月
14
日
、

障害者への各種医療費助成のお知らせ

　該当する可能性がある場合はご相談ください。【問合せ】障害福祉課☎ 551・1742

▼心身障害者（児）医療費助成
【対象】身体障害者手帳 1・2級（内部障害は 3

級）、愛の手帳 1・2度、または精神障害者保健

福祉手帳1級の方（所得制限および年齢制限あ

り）

▼精神通院医療
【対象】精神通院している在宅の精神障害者

▼更生医療
【対象】18 歳以上で東京都心身障害者福祉セン

ターの判定に基づき該当すると認められた身体

障害者

▼難病等医療費の助成
【対象】①国または都の指定する難病にり患し

ている方②次のアまたはイのいずれかに該当す

る方

ア）その病状が厚生労働大臣または知事が定め

る程度の方

イ）アに該当しないが、同一の月に受けた難病

に係る医療費総額について、33,330 円を超え

た月数が、申請を行った日の属する月以前の12

か月以内にすでに3か月以上あった方

▼小児慢性疾患医療費助成
【対象】18 歳未満で、小児慢性対象疾患にり患

している方※ 18 歳以降も、継続して更新手続

を行った場合に限り、20歳まで延長可能

▼ B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成
【対象】B 型・C型肝炎のインターフェロン治療

（3剤併用療法を含む）、B型肝炎の核酸アナロ

グ製剤治療および C型肝炎のインターフェロン

フリー治療を要すると診断された方

▼肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
【対象】次のア～ウのすべてに該当する方

ア）B型・C型ウイルスによる肝がん・重度肝

硬変と診断されている方

イ）医療保険に加入しており、世帯の収入がお

おむね 370万円未満の方

ウ）申請月の前の 11か月以内に、指定医療機

関で高額療養費算定基準額を超えた入院が 3か

月以上ある方

▼小児精神障害者入院医療費助成
【対象】精神科への入院治療を必要とする18歳

未満の方

▼育成医療
【対象】18 歳未満で肢体不自由、視覚障害、心

臓障害等の機能障害があり、手術等により障害

の改善が見込まれる方

【問合せ】子ども育成課子育て支援係☎ 551・

1737

5
月
12
日
、
6
月
9
日
、
7
月

14
日
の
各
火
曜
日
午
後
2
時
～

4
時

【
場
所
】
市
役
所

【
対
象
】
市
民
の
方
等

【
相
談
員
】
作
業
療
法
士
お
よ

び
保
健
師
等

【
申
込
み
】
相
談
日
の
1
か

月
前
か
ら
障
害
福
祉
課
☎
551
・

１
７
４
２
へ
。

福
祉
バ
ス
代
車
運
行
に
つ
い
て

　

福
祉
バ

ス
の
車
検

手
続
き
に

伴
い
、
次

の
日
程
で

代
車
に
よ

る
運
行
を

行
い
ま
す
。
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
福
生
コ
ー
ス
（
つ
つ
じ
号
）

【
期
間
】
３
月
5
日
㈭
～
7
日

㈯▼
熊
川
コ
ー
ス（
も
く
せ
い
号
）

【
期
間
】
３
月
12
日
㈭
～
14
日

㈯【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
高
齢

福
祉
係
☎
551
・

１
７
５
１

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
開
始

の
お
知
ら
せ

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険

料
は
原
則
、
特
別
徴
収
（
年
金

天
引
き
に
よ
る
支
払
方
法
）
に

よ
り
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま

す
。

　

現
在
、
普
通
徴
収
（
納
付
書

や
口
座
引
落
し
に
よ
る
支
払
方

法
）
の
方
の
中
で
、
令
和
2
年

度
よ
り
特
別
徴
収
が
新
規
開
始

と
な
る
方
に
は
「
介
護
保
険
料

特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
開
始
通

知
書
」
を
次
の
と
お
り
お
送
り

し
ま
す
。

①
4
月
開
始
の
方
…
3
月
に
通

知
し
ま
す
。

②
6
月
開
始
の
方
…
5
月
に
通

知
し
ま
す
。

③
8
月
ま
た
は
10
月
開
始
の
方

…
7
月
上
旬
に「
納
入
通
知
書
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

令
和
2
年
度
か
ら
特
別
徴
収

が
新
規
開
始
と
な
る
方
の
多
く

は
、
令
和
元
年
中
に
65
歳
に
な

ら
れ
た
方
や
転
入
さ
れ
た
方
な

ど
で
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収
開

始
に
際
し
て
の
手
続
き
等
は
不

要
で
す
。

【
問
合
せ
】
介
護
福
祉
課
介
護

保
険
係
☎
551
・

１
７
６
４

「
い
き
い
き
体
操
教
室
（
第
1

ク
ー
ル
）」
参
加
者
募
集

　

楽
し
く
継
続
で
き
る
運
動
を

行
い
、
身
体
機
能
を
維
持
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
室

で
す
。

【
日
時
】
4
月
22
日
～
6
月
24

日
の
毎
週
水
曜
日
午
前
10
時
～

正
午
（
全
8
回
）
※
4
月
29
日

㈷
、
5
月
6
日
㈷
は
休
講

【
場
所
】
中
央
体
育
館
多
目
的

室
【
対
象
】
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
方

①
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

②
介
護
保
険
証
の
要
介
護
状
態

区
分
等
が「
要
介
護
」「
要
支
援
」

「
事
業
対
象
者
」
に
該
当
し
な

い
方

③
医
師
か
ら
運
動
制
限
を
受
け

て
い
な
い
方

【
定
員
】
20
人
※
定
員
を
超
え

た
場
合
は
抽
選

【
持
ち
物
】
室
内
履
き

【
講
師
】
福
生
市
体
育
協
会
ス

ポ
ー
ツ
指
導
員

【
申
込
方
法
】
4
月
10
日
㈮
ま

で
に
往
復
は
が
き
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
（
当
日
消
印
有

効
）
。

【
往
復
は
が
き
の
書
き
方
】

〈
往
信
・

表
〉
〒
197
―
０
０
０
５

福
生
市
北
田
園
2
―
9
―
1
中

央
体
育
館
内
福
生
市
体
育
協

会〈
往
信
・

裏
〉
①
希
望
教
室
名

②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

〈
返
信
・

表
〉
ご
自
分
の
住
所
・

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
返
信
・

裏
〉
何
も
記
入
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
福
生
市
体
育
協
会

☎
551
・

０
２
１
１

～
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
相

談
を
～
「
心
配
ご
と
相
談
」

　

市
民
の
抱
え
る
日
常
生
活
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
ご
と
に
つ

い
て
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が

応
じ
、
問
題
解
決
に
努
め
、
安

心
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
実

施
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
３
月
11
日
㈬
午
後
１

時
～
３
時

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
相
談

室

予
防
接
種
の
打
ち
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　

Ｍ
Ｒ
第
２

期
（
麻
し
ん

風

し

ん

混

合
）
の
接
種

期
間
が
間
も

な
く
終
了
し
ま
す
。

　

左
記
の
対
象
年
齢
に
該
当
す

る
方
で
、
ま
だ
接
種
が
お
済
み

で
な
い
方
は
、
３
月
31
日
㈫
ま

で
公
費
で
接
種
が
で
き
ま
す
の

で
、
市
内
の
指
定
医
療
機
関
で

接
種
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
平
成
25
年
４
月
２
日

～
平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
方

【
問
合
せ
】
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
552
・

０
０
６
１

【
問
合
せ
】
社
会
福
祉
協
議

会
・

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
福
生 

☎
552
・

５
０
２
７


